
○大阪狭山市特別保育事業費補助金交付要綱 

平成１１年３月３０日 

要綱第２０号 

（目的） 

第１条 この要綱は、社会福祉法人等が民間保育所等において実施する特別保育事業

に要する経費について、市がその一部を補助することについて必要な事項を定め、

もって児童の福祉の増進を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（１） 社会福祉法人等 社会福祉法人、学校法人及び子ども・子育て支援法（平

成２４年法律第６５号。以下「法」という。）第２９条第１項に規定する特定地

域型保育事業者 

（２） 民間保育所等 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２４条第２項

に規定する家庭的保育事業等を行う事業所、同法第３５条第４項に基づき設置さ

れる同法第３９条第１項に規定する保育所（平成１０年４月９日児発第３０２号

厚生省児童家庭局長通知「保育所分園の設置運営について」に基づき設置する保

育所分園を含む。）、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推

進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第２条第６項に規定する認定こども

園及び学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する幼稚園 

（補助金交付の要件） 

第３条 この補助金は、社会福祉法人等が設置する民間保育所等（以下単に「民間保

育所等」という。）において、次に掲げる者に対して行う別表第１に規定する特別

保育事業実施基準に適合した特別保育事業（以下「事業」という。）を実施する場

合に交付する。 

（１） 法第１９条第２号又は第３号の認定を受け、保育所若しくは認定こども園

又は小規模保育事業所、事業所内保育事業所若しくは家庭的保育事業所を利用す

る児童 



（２） 主として保育所、幼稚園、認定こども園等に通っていない、又は在籍して

いない乳幼児（本市に住所を有する者に限る。） 

（３） 主として幼稚園等に在籍する満３歳以上の幼児で、教育時間の前後又は長

期休業日等に当該幼稚園等において一時的に保護を受ける者 

２ 民間保育所等は、事業の基準に適合していることを証する書類を整えておかなけ

ればならない。 

（補助金交付額の算定） 

第４条 この補助金の交付額は、別表第２の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に

定める算定基準に基づき算出された額と当該事業の実施に必要な経費の実支出額か

ら寄附金額その他の収入額を控除した額を比較していずれか少ない方の額とする。

この場合において、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

（補助金の交付申請） 

第５条 この補助金を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、補助金交付

申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、市の指定する期日までに市長に

提出しなければならない。 

（１） 理由書 

（２） 事業の計画書及びこれに伴う収支予算書 

（３） 財産目録及び貸借対照表 

（４） 前３号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定） 

第６条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、

補助金を交付することを適当と認めたときは、補助金の交付を決定する。この場合

において、市長が必要があると認めるときは、次に掲げる条件を付すことができる。 

（１） この事業の内容の変更を行う場合には、市長の承認を受けること。 

（２） この事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けること。 

（３） その他補助金の交付目的を達成するために市長が必要と認めたこと。 

（補助金の交付決定の通知） 

第７条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定



通知書（様式第２号）により申請者に通知するものとする。 

（補助金の交付請求） 

第８条 前条の規定による通知を受けた者（以下「請求者」という。）は、市の指定

する期日までに補助金交付請求書（様式第３号）を市長に提出しなければならない。 

（補助金の交付） 

第９条 市長は、前条の規定による請求書の提出があったときは、その内容を審査し、

速やかに補助金を交付するものとする。 

（事業計画の変更等） 

第１０条 請求者は、事業の内容の変更又は事業の中止若しくは廃止について市長の

承認を受けようとするときは、事業計画変更等承認申請書（様式第４号）を市長に

提出しなければならない。 

（実績報告） 

第１１条 この補助金の交付を受けた者は、当該年度の事業が完了したときは、特別

保育事業実績報告書（様式第５号）に収支決算書その他市長が必要と認める書類を

添えて翌年度の４月３０日（事業の中止又は廃止に係る市長の承認を受けた場合は、

当該承認を受けた日から１箇月を経過した日）までに市長に提出しなければならな

い。 

（補助金の交付の取消し及び返還） 

第１２条 市長は、請求者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決

定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の

返還を命ずることができる。 

（１） この要綱に違反したとき。 

（２） 申請書その他の書類に虚偽の記載があったとき。 

（３） 事業の執行が著しく適正を欠くと認められるとき。 

（４） 補助金の使途について不正の行為があったとき。 

（執行状況の報告及び調査） 

第１３条 市長は、補助金の交付の適正を期するため、事業の執行に関する報告を求

め、若しくは必要な指示をし、又は随時必要な調査をさせることができる。 



（委任） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成１１年４月１日から施行する。 

附 則（平成１３年３月１６日要綱第８号） 

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の大阪狭山市特別保育事業費補助金交付

要綱の規定は、平成１２年４月１日から適用する。 

附 則（平成１４年５月３１日要綱第１４号） 

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の大阪狭山市特別保育事業費補助金交付

要綱の規定は、平成１４年４月１日から適用する。 

附 則（平成１５年３月３１日要綱第１１号） 

この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年１０月２４日要綱第５５号） 

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の大阪狭山市特別保育事業費補助金交付

要綱の規定は、平成１７年４月１日から適用する。 

附 則（平成１８年３月３１日要綱第２４号）抄 

（施行期日） 

１ この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１９年１月３１日要綱第２号） 

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の大阪狭山市特別保育事業費補助金交付

要綱の規定は、平成１８年４月１日から適用する。 

附 則（平成２０年３月３１日要綱第８号） 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年３月３０日要綱第３号） 

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の大阪狭山市特別保育事業費補助金交付

要綱の規定は、平成２１年４月１日から適用する。 

附 則（平成２２年８月１２日要綱第２７号） 

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の大阪狭山市特別保育事業費補助金交付



要綱の規定は、平成２２年４月１日から適用する。 

附 則（平成２３年４月１日要綱第４号） 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年３月１４日要綱第３号） 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年７月９日要綱第２３号） 

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の大阪狭山市特別保育事業費補助金交付

要綱の規定は、平成２６年４月１日から適用する。 

附 則（平成２６年９月２９日要綱第２８号） 

この要綱は、平成２６年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２８年１月２５日要綱第３号） 

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の大阪狭山市特別保育事業費補助金交付

要綱の規定は、平成２７年４月１日から適用する。 

附 則（平成２９年６月２９日要綱第３０号） 

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の大阪狭山市特別保育事業費補助金交付

要綱の規定は、平成２９年４月１日から適用する。ただし、別表第１の改正規定は、

国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律（平成２９年法律

第７１号）附則第１条に規定する政令で定める日から施行する。 

附 則（平成３１年３月１９日要綱第４号） 

この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の大阪狭山市特別保育事

業費補助金交付要綱の規定は、平成３０年４月１日から適用する。 

附 則（令和２年３月３１日要綱第２５号） 

この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の大阪狭山市特別保育事

業費補助金交付要綱の規定は、平成３１年４月１日から適用する。 

附 則（令和２年７月１０日要綱第４１号） 

この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の大阪狭山市特別保育事

業費補助金交付要綱の規定は、令和２年４月１日から適用する。 

附 則（令和３年４月１日要綱第３７号） 



この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（令和４年３月３１日要綱第３０号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、現にこの要綱の規定による改正前の関係要綱の様式の規定

に基づき作成した用紙は、この要綱の規定による改正後の関係要綱の様式の規定に

かかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。 

附 則（令和５年３月３１日要綱第１５号）抄 

（施行期日） 

１ この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（令和５年１１月１日要綱第３６号） 

この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の大阪狭山市特別保育事

業費補助金交付要綱の規定は、令和５年４月１日から適用する。 

別表第１（第３条関係） 

特別保育事業実施基準 

１ 延長保育事業 

（１） 実施方法等 

ア 実施場所 

社会福祉法人等が設置する民間保育所等（幼稚園を除く。）で、適切に延

長保育事業が実施できる施設とする。 

イ 対象児童 

第３条第１項第１号に規定する児童 

ウ 職員配置 

職員の配置は、次の表１の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める

実施基準を満たすときは、表２の左欄に掲げる配置基準に応じ、同表の右欄

に定める人数とする。 

表１ 



区分 実施基準 

保育所及び認定こども園 保育士（国家戦略特別区域法（平成２５年

法律第１０７号）第１２条の５第２項に規

定する国家戦略特別区域限定保育士を含

む。以下同じ。）を配置し、その数は、２

名を下ることはできない。ただし、開所時

間内における短時間認定児の延長保育に

ついて、標準時間認定児を保育する職員の

支援を受けられる場合には、保育士１人で

処遇ができる乳幼児数の範囲内において、

保育士１人とすることができる。 

小規模保育事業（A型） 保育士を配置すること。 

小規模保育事業（B型） 保育士その他の保育に従事する職員とし

て市長が行う研修（市長が指定する都道府

県知事その他の機関が行う研修を含む。）

を修了した者（以下「延長保育従事者」と

いう。）を配置すること。この場合におい

て、配置する職員の２分の１以上は、保育

士とすること。 

小規模保育事業（C型） 家庭的保育者１人が保育することができ

る乳幼児の数は、３人以下とする。ただし、

家庭的保育者が家庭的保育補助者ととも

に保育する場合には、５人以下とすること

ができる。 

事業所内保育事業（定員２０人以上） 保育士を配置することとし、その数は、２

名を下ることはできない。ただし、開所時

間内における短時間認定児の延長保育に



ついて、標準時間認定児を保育する職員の

支援を受けられる場合には、保育士１人で

処遇ができる乳幼児数の範囲内において、

保育士１人とすることができる。 

事業所内保育事業（定員１９人以下・A

型） 

保育士を配置すること。 

事業所内保育事業（定員１９人以下・B

型） 

保育士及び延長保育従事者を配置するこ

と。この場合において、配置する職員の２

分の１以上は、保育士とすること。 

家庭的保育事業（定員４名以上） 家庭的保育者及び家庭的保育補助者を配

置すること。 

家庭的保育事業（定員３名以下） 家庭的保育者を配置すること。 

表２ 

配置基準 人数 

乳児の場合 概ね３人につき１人以上 

満１歳以上満３歳に満たない幼児の場

合 

概ね６人につき１人以上 

満３歳以上満４歳に満たない幼児の場

合 

概ね２０人につき１人以上 

満４歳以上の幼児の場合 概ね３０人につき１人以上 

エ 実施要件 

一般型の延長保育事業における延長時間は、次に掲げる要件とする。 

（ア） 短時間認定 

① １時間延長 

開所時間内で、延長保育事業を行う者（以下「事業者」という。）が

設定した短時間認定時の処遇を行う時間を超えて１時間以上の延長保

育を実施しており、延長時間内の１日当たりの平均対象児童数（以下「平



均対象児童数」という。）が１人以上であること。 

② ２時間延長 

事業者が設定した短時間認定時の処遇を行う時間を超えて２時間以

上の延長保育を実施しており、平均対象児童数が１人以上であること。 

③ ３時間延長 

事業者が設定した短時間認定時の処遇を行う時間を超えて３時間以

上の延長保育を実施しており、平均対象児童数が１人以上であること。 

④ 開所時間を超えた延長 

標準時間認定（家庭的保育事業を除く。）と同様の取扱いとし、各時

間帯における平均対象児童数の算定については、標準時間認定の児童数

と合算して算出すること。 

（イ） 標準時間認定（家庭的保育事業を除く。） 

① １時間延長 

開所時間を超えて１時間以上の延長保育を実施しており、平均対象児

童数が６人以上であること。 

② ２時間延長 

開所時間を超えて２時間以上の延長保育を実施しており、平均対象児

童数が３人以上であること。 

③ ３０分延長 

①又は②に該当しないもので、開所時間を超えて３０分以上の延長保

育を実施しており、平均対象児童数が１人以上であること。 

（ウ） 標準時間認定（家庭的保育事業） 

① １時間延長 

開所時間を超えて１時間以上の延長保育を実施しており、平均対象児

童数が２人以上であること。 

② ２時間延長 

開所時間を超えて２時間以上の延長保育を実施しており、平均対象児

童数が１人以上であること。 



③ ３０分延長 

①又は②に該当しないもので、民間保育所等の開所時間を超えて３０

分以上の延長保育を実施しており、平均対象児童数が１人以上であるこ

と。 

（エ） （ア）から（ウ）までにおいて、事業者が設定した短時間認定の児

童の処遇を行う時間又は開所時間の前及び後で延長保育を実施する場合

は、当該処遇を行う時間又は開所時間の前及び後の延長保育時間並びに平

均対象児童数を合算することはせず、延長時間は、処遇を行う時間又は開

所時間の前及び後それぞれを定めること。ただし、（ア）において、事業

者が設定した短時間認定の児童の処遇を行う時間上、当該処遇を行う時間

又は開所時間の前及び後それぞれで算出される延長時間に端数が生じる

場合は、平均対象児童数が１人以上となるこれらの時間を合算して算出す

ること。 

（オ） （ア）から（ウ）まで（３時間延長を除く。）において、複数の延

長時間区分に該当する場合は、最も長い延長時間の区分を適用すること。

この場合において、平均対象児童数は、年間の（ア）から（ウ）までの延

長時間区分における週ごとの最も多い利用児童数をもって平均し、小数点

以下第１位を四捨五入して得た数とすること。 

オ 対象児童に対し、適宜、間食又は給食等を提供すること。 

（２） 費用 

事業者は、延長保育事業を実施するにあたり、当該延長保育事業の費用の一

部を当該事業を利用する児童の保護者から徴収することができる。この場合に

おいて、徴収する額は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。 

２ 一時預かり事業 

（１） 一般型 

ア 実施場所 

保育所、幼稚園及び認定こども園とする。 

イ 対象児童 



第３条第１項第２号に規定する児童 

ウ 設備の基準及び保育の内容 

児童福祉法施行規則（昭和２３年厚生省令第１１号。以下「規則」という。）

第３６条の３５第１号イ、ニ及びホに定める設備並びに保育の内容に関する

基準を遵守すること。 

エ 職員配置 

職員の配置は、次に掲げるとおりとする。 

（ア） 規則第３６条の３５第１号ロ及びハの規定に基づき、乳幼児の年齢

及び人数に応じて当該乳幼児の処遇を行う者（以下「預かり保育従事者」

という。）を配置すること。この場合において、配置する職員の２分の１

以上は、保育士とすること。 

（イ） 預かり保育従事者の数は２人を下ることはできない。ただし、当該

実施施設と一体的に事業を実施し、民間保育所等の職員（預かり保育従事

者に限る。）による支援が受けられる場合には、保育士１人で処遇ができ

る乳幼児数の範囲内において、預かり保育従事者を保育士１人とすること

ができること。 

（ウ） 一般型の一時預かり事業を利用する１日当たりの平均利用児童数

（年間延べ利用児童数を年間開所日数で除して得た児童数をいう。以下同

じ。）が概ね３人以下の実施場所における預かり保育従事者において、「家

庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」（平成２６年厚生労働省令

第６１号）第２３条第２項に定める保育士と同等の研修（一時預かり事業

の特性を留意した研修内容とするもの）を修了した者（以下「家庭的保育

者」という。）を保育士とみなすことができる。 

オ 研修 

預かり保育従事者は、次に掲げるいずれかの研修を修了した者とすること。 

（ア） 「子育て支援員研修事業実施要綱」（平成２７年５月２１日雇児発

０５２１第１８号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）の５（３）ア

に定める基本研修及び５（３）イ（イ）に定める「一時預かり事業」又は



「地域型保育」の専門研修（以下「子育て支援員研修」という。）を修了

した者 

（イ） 子育ての知識と経験及び熱意を有し、「家庭的保育事業の実施につ

いて」（平成２１年１０月３０日雇児発１０３０第２号厚生労働省雇用均

等・児童家庭局長通知）の別紙「家庭的保育事業ガイドライン」の別添１

の１に定める基礎研修（以下「ガイドライン研修」という。）と同等の研

修を令和２年３月３１日までの間に修了した者 

カ 基幹型施設 

土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）

に規定する休日の開所及び１日９時間以上の開所を行う施設は、基幹型施設

とすることができる。 

（２） 幼稚園型 

ア 実施場所 

幼稚園又は認定こども園（以下「幼稚園等」という。）とする。 

イ 対象児童 

第３条第１項第３号に規定する児童 

ウ 設備基準及び教育・保育の内容 

規則第３６条の３５第２号イ、ニ及びホに定める設備並びに教育・保育の

内容に関する基準を遵守すること。 

エ 職員の配置 

職員の配置は、次に掲げるとおりとする。 

（ア） 規則第３６条の３５第２号ロ及びハの規定に基づき、幼児の年齢及

び人数に応じて当該幼児の処遇を行う者（以下「教育・保育従事者」とい

う。）を配置すること。この場合において、配置する職員の２分の１以上

は、保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者とすること。 

（イ） 教育・保育従事者の数は２人を下ることはできない。ただし、当該

実施施設と一体的に事業を実施し、民間保育所等の職員（教育・保育従事

者に限る。）による支援が受けられる場合には、保育士又は幼稚園教諭普



通免許状所有者１人で処遇ができる幼児数の範囲内において、教育・保育

従事者を保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者１人とすることができ

ること。 

（ウ） 幼稚園型の一時預かり事業を利用する１日当たり平均利用児童数が

概ね３人以下の実施場所における教育・保育従事者において、家庭的保育

者を保育士とみなすことができる。 

オ 研修 

教育・保育従事者は、次に掲げるいずれかの研修を修了した者とすること。 

（ア） 子育て支援員研修を修了した者 

（イ） 子育ての知識と経験及び熱意を有し、ガイドライン研修又はガイド

ライン研修と同等の研修を令和２年３月３１日までの間に修了した者 

（３） 余裕活用型 

ア 実施場所 

保育所、認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所及び家庭

的保育事業所 

イ 実施基準 

規則第３６条の３５各号に定める設備及び運営に関する基準を遵守する

こと。 

（４） 費用 

事業者は、一時預かり保育事業を実施するにあたり、当該一時預かり保育事

業の費用の一部を当該事業を利用する児童の保護者から徴収することができる。

この場合において、徴収する額は、あらかじめ市長の承認を得なければならな

い。 

別表第２（第４条関係） 

特別保育事業補助金算定基準 

区分 算定基準 

延長保 １ 保育短時間認定（在籍児童１人当たり年額） 



育事業 ア 保育所及び認定こども園並びに事業所内保育事業（定員２０人

以上） 

   

 延長時間区分   

１時間 １８，８００円 

２時間 ３７，６００円 

３時間 ５６，４００円 

イ 小規模保育事業 

   

 延長時間区分 A型・B型 C型  

１時間 １３，１００円 １６，６００円 

２時間 ２６，２００円 ３３，２００円 

３時間 ３９，３００円 ４９，８００円 

ウ 事業所内保育事業（定員１９人以下） 

   

 延長時間区分   

１時間 １２，１００円 

２時間 ２４，２００円 

３時間 ３６，３００円 

エ 家庭的保育事業 

   

 延長時間区分   

１時間 ８３，２００円 

２時間 １６６，４００円 

３時間 ２４９，６００円 

２ 保育標準時間認定（１事業当たり年額） 

ア 保育所及び認定こども園 



   

 延長時間区分   

３０分 ３００，０００円 

１時間 １，６６７，０００円 

２時間 ２，６４０，０００円 

イ 小規模保育事業 

   

  延 長

時 間

区分 

A型 B型 C型  

自

園

調

理

等 

３ ０

分 

３００，０００円 ３００，００

０円 

３００，０００

円 

１ 時

間 

１，３３８，００

０円 

１，３３８，

０００円 

１，３３８，０

００円 

２ 時

間 

１，６６２，００

０円 

１，６６２，

０００円 

１，６６２，０

００円 

そ

の

他 

３ ０

分 

３００，０００円 ３００，００

０円 

３００，０００

円 

１ 時

間 

１，２９１，００

０円 

１，２９１，

０００円 

１，２９１，０

００円 

２ 時

間 

１，５０７，００

０円 

１，５０７，

０００円 

１，５０７，０

００円 

備考 「自園調理等」は、食事について、事業所内で調理する方法

により提供する事業所及び連携施設又は給食搬入施設で食事を調

理、搬入して提供する事業所に適用（ウ及びエにおいて同じ。）

する。 

ウ 事業所内保育所 



   

  延 長

時 間

区分 

定員２０人以上 定員１９人以下  

A型 B型 

自

園

調

理

等 

３ ０

分 

２７６，０００円 ２７６，００

０円 

２７６，０００

円 

１ 時

間 

１，５３３，００

０円 

１，２３１，

０００円 

１，２３１，０

００円 

２ 時

間 

２，４２８，００

０円 

１，５２９，

０００円 

１，５２９，０

００円 

そ

の

他 

３ ０

分 

２７６，０００円 ２７６，００

０円 

２７６，０００

円 

１ 時

間 

１，３２０，００

０円 

１，１８８，

０００円 

１，１８８，０

００円 

２ 時

間 

１，７１６，００

０円 

１，３８６，

０００円 

１，３８６，０

００円 

エ 家庭的保育事業 

   

  延 長

時 間

区分 

利用定員４人以上 利用定員３人以上  

自

園

調

理

等 

３ ０

分 

２００，０００円 １５０，０００円 

１ 時

間 

５８９，０００円 ３０２，０００円 

２ 時

間 

１，０５４，０００

円 

５５２，０００円 



そ

の

他 

３ ０

分 

２００，０００円 １５０，０００円 

１ 時

間 

５７３，０００円 ２８７，０００円 

２ 時

間 

１，００３，０００

円 

５０２，０００円 

３ １及び２ともに事業期間が６箇月未満の施設にあっては、該当する

１人（１事業）当たりの年額に２分の１を乗じて得た額を基準とす

る。 

４ 減免を行った場合の加算分 

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による被保護世帯（単

給世帯を含む。）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律（平成６年法律第３０号）による支援給付受給世帯に属する対象

児童について、延長保育料の減免を行った場合には、該当する児童

１人につき実際に減免した金額と延長時間ごとに定める次の減免基

準額を比較して低い方の額の合計額を加算する。 

   

 児童１人当たりの減

免基準額 

延長時間区分 １日当たり  

１時間 ２００円  

２時間 ４００円  

 

一時預

かり事

業 

１ 一般型 

（１） 基本分（保育所等在籍園児以外の児童分）（１箇所当たり

の年額） 

ア 保育従事者がすべて保育士又は１日当たり平均利用児童数が

概ね３人以下の施設において保育士とみなされた家庭的保育者



と同等の研修を修了した者の場合 

   

 年間延べ利用児童数 基準額  

３００人未満 ２，７５１，０００円 

３００人以上９００人未満 ３，０５１，０００円 

９００人以上１，５００人未満 ３，２６７，０００円 

１，５００人以上２，１００人

未満 

４，７１９，０００円 

２，１００人以上２，７００人

未満 

６，１７１，０００円 

２，７００人以上３，３００人

未満 

７，６２３，０００円 

３，３００人以上３，９００人

未満 

９，０７５，０００円 

３，９００人以上 １０，５２７，０００円 

イ ア以外の場合 

   

 年間延べ利用児童数 基準額  

３００人未満 ２，７５１，０００円 

３００人以上９００人未満 ２，９３４，０００円 

９００人以上１，５００人未満 ３，１４６，０００円 

１，５００人以上２，１００人

未満 

４，５４４，０００円 

２，１００人以上２，７００人

未満 

５，９４２，０００円 

２，７００人以上３，３００人

未満 

７，３４０，０００円 



３，３００人以上３，９００人

未満 

８，７３８，０００円 

３，９００人以上 １０，１３６，０００円 

（２） 基幹型施設加算 １，１５０，０００円 

（３） 世帯の区分により減免を行った場合の加算分 

生活保護法による被保護世帯、中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の

支援に関する法律による支援給付受給世帯又は市町村民税非課税

世帯に属する対象児童について、一時預かり・特定保育負担金の

減免を行った場合には、該当する児童１人につき実際に減免した

金額と年齢ごとに定める次の金額を比較して低い方の額の合計額

を加算する。 

（児童１人当たり減免基準額） 

① ０歳児 １日当たり ２，２００円（４時間以内の利用の場

合は１，３００円） 

② １・２歳児 １日当たり １，８００円（４時間以内の利用

の場合は１，０００円） 

③ ３歳以上児 １日当たり １，０００円（４時間以内の利用

の場合は６００円） 

（４） ２人以上の児童の利用により減免を行った場合の加算分同

一世帯から２人以上の児童が利用した場合には、当該児童のうち

最も年少の児童を除く児童１人につき実際に減免した金額と年齢

ごとに定める次の金額を比較して低い方の額の合計額を加算す

る。 

（児童１人当たり減免基準額） 

① ０歳児 １日当たり １，１００円（４時間以内の利用の場

合は６５０円） 



② １・２歳児 １日当たり ９００円（４時間以内の利用の場

合は５００円） 

③ ３歳以上児 １日当たり ５００円（４時間以内の利用の場

合は３００円） 

（５） 特別支援児童（障がい児・多胎児）加算（児童１人当たり

日額） ３，６００円 

（６） 運営費の事務経費加算 ２，６７０，０００円 

２ 幼稚園型（児童１人当たり日額） 

（１） 在園児（（３）を除く。）分 

ア 基本分（平日の教育時間前後や長期休業日の利用） 

   

 年間延べ利用児童数 基準額  

Ⅰ ２，０００人以

上 

① 平日 ４００円 

② 長期休業日（８時間未満） ４００円 

③ 長期休業日（８時間以上） ８００円 

Ⅱ ２，０００人以

下 

① 平日 次の算式により算出した額。た

だし、１０円未満の端数は切り捨てるも

のとする。 

（１，６００，０００円÷年間延べ利用

児童数）－４００円 

② 長期休業日（８時間未満） ４００円 

③ 長期休業日（８時間以上） ８００円 

イ 休日分（土曜日、日曜日及び国民の休日等の利用） ８００

円 

ウ 長時間加算 

Ⅰ （アⅠ①及びアⅡ①については４時間（又は教育時間との

合計が８時間）、アⅠ③、アⅡ③及びイについては８時間を



超えた利用） 

（ア） 超えた利用時間が２時間未満 １５０円 

（イ） 超えた利用時間が２時間以上３時間未満 ３００円 

（ウ） 超えた利用時間が３時間以上 ４５０円 

Ⅱ （アⅠ②及びアⅡ②については４時間を超えた利用） 

（ア） 超えた利用時間が２時間未満 １００円 

（イ） 超えた利用時間が２時間以上３時間未満 ２００円 

（ウ） 超えた利用時間が３時間以上 ３００円 

エ 保育体制充実加算 

（ア） 次のa又はbの要件を満たした上で、c及びdの要件を満

たす施設 

１か所当たり年額 ２，８９２，４００円 

（イ） 次のa又はbの要件を満たした上で、c及びeの要件を満

たす施設 

１か所当たり年額 １，４４６，２００円 

a 平日及び長期休業期間中の双方において、原則１１時間以

上（平日については教育時間を含む）の預かりを実施して

いること。 

b 平日及び長期休業中の双方において、原則９時間以上（平

日については教育時間を含む）の預かりを実施するととも

に、休日において４０日以上の預かりを実施していること。 

c 年間延べ利用児童数が２，０００人超の施設であること。 

d 児童福祉法施行規則（昭和２３年厚生省令第１１号）附則

第５６条第１項において読み替えて適用する第３６条の３

５第２号ロ及び同号ハに基づき配置する者（以下「教育・

保育従事者」という。）を全て保育士又は幼稚園教諭普通

免許状保有者とすること。また、当該教育・保育従事者の

数は２名を下ることがないこと。 



e 教育・保育従事者の概ね２分の１以上を保育士又は幼稚園

教諭普通免許状保有者とすること。また、当該教育・保育

従事者の数は２名を下ることがないこと。 

オ 就労支援型施設加算（事務経費） １か所当たり年額 １，

３８３，２００円 

Ⅰ Ⅱ（ウ）の配置月数（１月に満たない端数を生じたときは、

これを１月とする。）が６月に満たない場合には、１か所当

たり年額を６９１，６００円とする。 

Ⅱ 次の要件を満たす施設に適用する。 

（ア） 平日及び長期休業中の双方において、８時間以上（平

日については教育時間を含む。）の預かりを実施している

こと。 

（イ） 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準（平成２６年内閣府令３９号）第４２条に規

定されている連携施設となっていること。 

（ウ） 本事業の事務を担当する職員を追加で配置すること。 

（２） 在園児以外の児童（（３）を除く。）分 

ア ８時間以下の利用 ８００円 

イ 長時間加算（８時間を超えた利用） 

（ア） 超えた利用時間が２時間未満 １５０円 

（イ） 超えた利用時間が２時間以上３時間未満 ３００円 

（ウ） 超えた利用時間が３時間以上 ４５０円 

（３） 特別な支援を要する児童分（児童１人当たり日額） ４，

０００円 

次のいずれかの要件を満たすと市長が認める児童に適用する。 

ア 教育時間内において特別な支援を要するとして、既に多様な

事業者の参入促進・能力活用事業（認定こども園特別支援教育・

保育経費）や都道府県等による補助事業等の対象となっている



児童 

イ 特別児童扶養手当証書を所持する児童、身体障害者手帳、療

育手帳又は精神障害者福祉手帳を所持する児童、医師、巡回支

援専門員等障がいに関する専門的知見を有する者による意見等

により障がいを有すると認められる児童その他の健康面・発達

面において特別な支援を要すると市長が認める児童 

（４） 補助金額の総額（１施設当たり年額）は、１０，２２３，

０００円を上限額とする。 

３ 余裕活用型（児童１人当たり日額） 

（１） 基本型 ２，４００円 

（２） 特別支援児童（障がい児・多胎児）加算 ３，６００円 



様式 略 

 


